
宮崎市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険

住宅の移転を行う者に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付につい

て宮崎市補助金等交付規則（昭和５０年規則第１９号。以下「補助金規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の各号のいずれ

かに該当する区域（以下「危険区域」という。）に存する建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。

以下「法」という。）第３条第２項の規定により、法の規定を受けない既存不適格住宅（建築物又は

これに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものを除く。）

をいう。

(１) 法第３９条第１項の規定に基づき、建築基準法施行条例（昭和４６年宮崎県条例第３５号。以

下「県条例」という。）第３条又は宮崎市災害危険区域に関する条例（平成１８年条例第８８号

）第３条第１項に規定する災害危険区域

(２) 法第４０条の規定に基づき、県条例第５条の規定により建築物の敷地又は構造に関して制限

されている範囲

(３) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号

）第９条第１項の規定により県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象者となる者は、市内に存する危険住宅を除却し、又は危険住宅に代わる住

宅を市内の危険区域外に建設、購入及び改修する者（当該危険住宅に居住する者に限る。）とする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(１) 市税を滞納している者（補助対象者と生計を同一にする者のいずれかが滞納している場合を含

む。）。ただし、市税を滞納している者が、市税の完納その他市長が認める措置を行ったときは、

この限りでない。

(２) 宮崎市暴力団排除条例（平成２３年条例第４７号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同

条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者

（補助事業、補助対象経費、補助金額等）

第４条 補助事業は、次に掲げるとおりとする。

(１) 市内に存する危険住宅の除却事業

(２) 危険住宅に代わる住宅を市内の危険区域外に建設、購入及び改修する事業

２ 補助の対象となる経費及び上限金額は、別表のとおりとする。

３ 第１項第２号の危険住宅に代わる住宅の新築については、原則として建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第２条第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基

準に適合すること。



（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の着手前までに補助金規則第３条に定める補助

金等交付申請書に代えて宮崎市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書（様式第１号）に次

の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(１) 前条第１項第１号に規定する事業を行う者

ア 事業計画書（様式第２号）

イ 収支予算書（様式第３号）

ウ 危険住宅位置図

エ 危険住宅配置図（方位、縮尺、敷地境界及びがけの位置を明示）

オ 危険住宅平面図（方位、縮尺を明示）

カ がけ断面図（高さ、勾配等を表示）

キ 除却前の住宅及びがけの写真

ク 危険住宅の建物及び土地の登記簿謄本

ケ 申請者及び申請者と生計を同一にする者の滞納無証明書

コ 除却に要する経費を証明する書類

サ 誓約書兼同意書（様式第４号の１又は４号の２）

シ その他市長が必要と認める書類

(２) 前条第１項第２号に規定する事業を行う者

ア 事業計画書（様式第２号）

イ 収支予算書（様式第３号）

ウ 危険住宅位置図

エ 危険住宅配置図（方位、縮尺、敷地境界及びがけの位置を明示）

オ 危険住宅平面図（方位、縮尺を明示）

カ がけ断面図（高さ、勾配等を表示）

キ 除却前の住宅及びがけの写真

ク 移転先の位置図

ケ 危険住宅の建物及び土地の登記簿謄本

コ 移転先の土地の登記簿謄本

サ 申請者及び申請者と生計を同一にする者の滞納無証明書

シ 融資予定額証明書及び利子予定計算書

ス 建設、購入及び改修に要する経費を証明する書類

セ 誓約書兼同意書（様式第４号の１又は４号の２）

ソ 移転先住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類

（移転先住宅が新築の場合に限る。）

タ その他市長が必要と認める書類

２ 前条第１号及び第２号の事業を併せて行う者は、前項第１号及び第２号に規定する書類のうち重複

するものについては提出を１部とすることができる。

（補助金の交付決定）

第６条 市長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると



認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を補助金規則第５条に定める補助金等交付決定書に代え

て宮崎市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知す

るものとする。

（交付の条件）

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、次の条件を付するものとする。

(１) 着手届を提出すること。

(２) 補助事業が完了した場合は、事業実績報告書を提出すること。

(３) 次のいずれかに該当する場合は、変更承認申請書を市長に提出すること。

ア 補助事業の内容を変更する場合

イ 補助事業を中止する場合

(４) 危険住宅は、原則として除却し、除却後の跡地について適正な管理を行うこと。

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

（着手届）

第８条 第６条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた者が補助事業に着手するときは、宮崎市が

け地近接等危険住宅移転事業着手届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。

（変更又は中止の承認）

第９条 第６条の規定により交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業

の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、補助金規則第７条の規定にかかわらず宮

崎市がけ地近接等危険住宅移転事業変更・中止承認申請書（様式第７号）に必要な書類を添えて申請

し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

２ 前項に規定する添付書類については、第５条の規定を準用する。この場合においては、変更又は中

止の承認に必要と認める書類を添付するものとする。

（変更等承認の通知）

第１０条 市長は、前条第１項に規定する申請を承認したときは、宮崎市がけ地近接等危険住宅移転事

業変更・中止承認通知書（様式第８号）により通知するものとする。

（事業実績報告）

第１１条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、補助金規則第11条に定める補助事業実績報告書

に代えて宮崎市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書（様式第９号）に次の各号に掲げる者の区

分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(１) 第４条第１項第１号に規定する事業を行った者

ア 危険住宅の跡地の写真

イ 危険住宅の除却等に係る契約書の写し

ウ 危険住宅の除却等に要した経費の請求書又は領収書

エ その他市長が必要と認める書類

(２) 第４条第１項第２号に規定する事業を行った者

ア 移転先住宅の配置図及び各階平面図



イ 移転先住宅の土地・建物登記簿謄本

ウ 移転先住宅及び危険住宅跡地の写真

エ 融資証明書の写し及び利子計算書

オ 移転先住宅の建設、購入及び改修に係る契約書の写し

カ 移転先住宅の建設、購入及び改修に要した経費の請求書又は領収書

キ 移転後の世帯全員の住民票の写し

ク 移転先住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが証明できる書類

（移転先住宅が新築の場合に限る。）

ケ その他市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による事業実績報告書等を受理したときは、当該書類を審査し、及び確認検査

を行い、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金規則第12条に定める補助金等交付確定通知書に代えて宮崎市がけ地近接等危険

住宅移転事業補助金交付確定通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知するものとする。

（交付請求）

第１２条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、宮崎市がけ地近接等危険住宅移転事

業補助金交付請求書（様式第１１号）を市長に提出しなければならない。

（交付決定の取消し）

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消

すことができる。

(１) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。

(３) 補助金交付の条件に違反したとき。

（補助金の返還）

第１４条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは

、補助金の返還を求めることができる。

（その他）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年 ７月 １日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年１０月１８日から施行する。
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（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にある既存の要綱による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年６月１２日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にある既存の要綱による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使

用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。



別表（第４条関係）

※消費税は補助の対象外

補助事業の区分
補助対象経費

経費の内容 上限金額

危険住宅の除却事業 危険住宅の除却等に要する経費 １戸当たり975 千円

（限度額の算出については社会資本整備

総合交付金交付要綱に準じる。）

危険住宅に代わる住

宅を市内の危険区域

外に建設、購入及び改

修する事業

危険住宅に代わる住宅の建設、購入

（これに必要な土地の取得及び敷

地の造成を含む。 ）及び改修をす

るために要する資金を銀行その他

の金融機関から借り入れた場合に

おける、当該借入金利子（年利率

8.5％を限度とする。）

１戸当たり、次の各号に掲げる経費につ

き、当該各号に定める額

(１) 住宅の建設、購入及び改修に係る

経費 4,650 千円

(２) 土地の取得に係る経費

2,060 千円

(３) 敷地の造成に係る経費

608 千円


